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Ⅰ 基本目標 

本市の社会教育・生涯学習は、第 3 次飯塚市教育施策の大綱及び各年度で決定される

飯塚市教育施策要綱に基づき企画・実施しています。 

 子どもたちが「確かな学力・豊かな心・健やかな体」（生きる力）を培い、夢や希望を

持って将来への展望を切り拓くキャリア形成に繋げるとともに、多様な人々との協働の中

で新たな価値を創造できる、次代の飯塚市を担う人材の育成に繋がると考え、第３次飯塚

市教育施策の大綱では『本物志向・未来志向のひとづくりのために』を教育の基本理念と

しています。 

 この基本理念に基づき、社会教育・生涯学習分野においては、「いつでも どこでも だ

れでも 学べる環境づくり」と「次代の飯塚市を担う ひとづくり」を基本目標としてい

ます。 

基本目標の達成に向けて、次のような基本施策に取り組みます。 

 ◆いつでも どこでも だれでも 学べる環境づくり◆ 

・現代的・社会的な課題に対応した生涯学習等の推進 

・学社連携の推進 

・生涯スポーツの推進 

 ◆次代の飯塚市を担う ひとづくり◆ 

・自分らしい生き方を求め実現していく教育の推進 

・グローバルに活躍する人材の育成 

・イノベーションを牽引する人材の育成 

・安心・安全な教育環境の整備 

これらの基本理念、目標及び施策に沿い、令和 8 年度当初における、本市の社会教育・

生涯学習事業について、基本的方向性、本市の生涯学習事業の特徴、事業及び学習支援体

制について分析し、体系化したまとめを作成しました。 

併せて第 3 次飯塚市教育施策の大綱及び施策要綱に基づく生涯学習事業体系図及びラ

イフステージ別事業を作成しています。 

 原則、本体系に基づき事業及び支援を実施していきますが、各課題等についてはその都

度検討し、より効果の高いサービスを提供できるよう取り組みます。 
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Ⅱ 基本的方向性 

１ 生涯学習の必要性と目的 

  ①新たな知識や技術の習得 

②生涯にわたる学習 

  ③市民一人ひとりの学習意欲をふまえた学習機会の提供 

  ④子どもたちの生きる力の醸成 

  ⑤高齢者の社会参加の促進 

  ⑥学習成果の還流による学び合い 

  ⑦家庭や地域社会の教育力の回復・充実 

⑧国際交流の推進 

２ これからの生涯学習のあり方・進め方 

  ①現代的・社会的な課題に対応した知識や情報提供の充実 

②社会教育施設や学校等、様々な場所での学習機会の提供 

③自主的に学ぶことができる環境づくり 

④青少年の社会性、主体性を培い、健全な成長のための体験事業や交流事業の実施 

⑤高齢者向け事業の充実 

  ⑥学んだことを地域社会に還元できる機会の確保 

  ⑦地域社会を担う人材の育成と確保 

  ⑧多文化共生と国際交流事業の推進 
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Ⅲ 飯塚市の生涯学習事業の特徴 

１ 現状 

本市における社会教育・生涯学習事業は平成 18 年(2006 年)3 月の 1 市 4 町の合併を

機に、それまで各自治体で実施していた類似事業を整理、集約し、継続して実施していま

す。 

旧穂波町で開催されていた小学校の空き教室を利用した高齢者や放課後の子どもを対

象とした事業は、合併後、市内全ての小学校で実施されるようになっています。 

旧庄内町で開設された庄内生活体験学校で実施している通学合宿は、宿泊を伴う自律的

な活動をとおして子どもたちが社会性を培い、生きていくための知識や技術を習得すると

いう画期的な取り組みを開始し、全国的な広がりとなっています。 

昭和 40 年代前半の地区公民館（現交流センター）の建設により地域活動の拠点ができ

たこと、また、昭和 54 年（1979 年）の国連総会における国際児童年の採択を契機に、

福岡県内及び飯塚市（旧 1 市 4 町）の社会教育事業は昭和 50 年代中盤に急速に活発化

し、本市においても子ども会活動や少年の船など、放課後や休日の青少年の多様な活動支

援を、地域の大人が実施する形で大きく発展してきました。 

その後、生涯学習の概念が普及してきた時期には、従来の青少年支援活動だけではなく、

仕事をリタイアした高齢者の再学習への意欲や社会還元活動への興味を反映する形で、高

齢者向け連続講座の開設や、ボランティアとして学習環境への寄与ができる事業を全国に

先駆けて開始しました。 

また、近年の若年層の社会奉仕活動への関心の高まりを受け、市内にある大学生のサー

クル活動を子どもたちの学習へ繋げる試みや学校授業へボランティア講師として派遣す

る取り組みを行っています。各地区交流センターで開催されている講座やサークルは市民

一人一人の学習意欲に応えるため多種多様な内容を提供し、毎年多くの市民が参加してい

ます。一方で、そうしたサークル活動等では補いきれない内容を学びたいという要望に応

えるため、有志により自主的に運営する学習サークルへの運営支援も実施しています。 

 子どもの情操教育に欠くことのできない読書活動を担う図書館は、民間企業の柔軟な考

え方を活用するため指定管理者制度を導入し、行政直営ではなし得なかった新たな発想で

事業展開を図っています。 

 本市においては、生涯をとおして様々な学びができるように、全てのライフステージ向

けに事業を実施しています。これらの事業は、自分の楽しみのためや学習意欲を充たすた

めに参加する「参加型」、事業の運営スタッフ等として企画・立案から参加する「運営参

加型」、そして、過去に学んだ知識や、身につけたスキルを教えていく「指導型」の 3 つ

に分類しています。 

 

２ 課題・問題点 

  現在実施している社会教育・生涯学習事業は、長期に渡って同じ開催目的のもと継続
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実施されているものがほとんどとなっています。 

  少子高齢化や、塾やスポーツクラブなど、子どもが学校外の時間を過ごす選択肢が豊

富になったこと、また家族の余暇の過ごし方の変化や地域と子どもの関わり方が変容

してきたこともあり、従来のような参加者数が確保できない事業も散見されています。 

長期に渡り実施している事業も含め、現在実施している事業には、次のような課題や

問題点が内在していると考えられます。 

  また、本市の社会教育・生涯学習事業は全てのライフステージ向けに実施しています

が、対応する事業数や内容にバラつきが生じています。 

  「人生 100 年時代」、「超スマート社会（Society5.0）」に向けて、社会が目まぐるし

く変化する中、生涯学習の重要性は一層高まっています。 

  今後は、より多くの方に参加してもらうために、様々な形での学習方法を検討する必

要があります。 

【課題・問題点】 

①事業の運営を担う人材の年齢層の偏りや固定化 

 ②参加者の増加 

 ③事業内容の硬直化 

④現代的な課題への対応の遅れ 

⑤各種電子化への対応の遅れ 

 

 

３ 課題・問題点への対応 

  上記２における課題・問題点について、令和 8 年度は次のような取組を実施します。 

 

① 事業の運営を担う人材の年齢層の偏りや固定化 

少年の船事業等の永く継続している事業において、運営委員等の年齢層の偏りや

固定化が進んでいます。若年層や保護者世代が参加しやすい会議等の運営を推進す

るとともに、研修を通して指導力の向上及び次世代への担い手の確保を推進します。 

② 参加者の増加 

    嘉飯桂未来塾については、参加者の増加に向け、参加対象、実施日数等について、

より多くの中学生が参加できるよう見直しを行います。 

    熟年者マナビ塾事業について、新規入塾者の増加に向け、広報の充実、学校支援

活動の積極的な実施等に努めます。 

    子ども会活動については、地域における子ども数の減少や活動機会の多様化によ

り参加率の低下が課題となっていることから、地域の子どもたちが参加しやすい地

域イベントや体験活動の充実を図っていきます。 
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    サークル、e-マナビ、コスモス大学等の事業について、参加者の固定化が見受け

られることから、事業の周知方法の見直しを行い、新規参加者の増加などによる事

業活性化を目指します。 

生涯学習ひろば講座については、平日のみ開催していましたが、各種講座への参

加しやすさを向上させるため、土日開催を含めた参加しやすい日程での開催を検討

します。 

 ③ 事業内容の硬直化 

    講座・教室事業について、実施内容の硬直化傾向があるため、市民ニーズに基づ

く内容への見直しを行います。 

④ 現代的な課題への対応の遅れ 

    読書離れに歯止めをかけるため、小中学生を対象に実施した読書に関するアンケ

ート結果を踏まえ、子ども読書計画の改訂を行うとともに、「読書好きを育む環境づ

くり応援イベント」を実施し、さらに規模や内容を発展させて取り組めるよう検討

を進めます。 

⑤ 各種電子化への対応の遅れ 

    公民館使用料のキャッシュレス決済や公民館施設のオンライン予約などの新たな

サービスを導入し、利便性向上に努めます。 

    二十歳を祝う会については、紛失対応の軽減等、業務改善に取り組むため、当日

の入場券の電子入場券導入に向けた検討を行います。 
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Ⅳ 学習の体系化 

 令和 8 年度飯塚市教育施策要綱の体系に沿って、本市の生涯学習の取り組みを下記の

とおり整理しました。 

 

１ 現代的・社会的な課題に対応した生涯学習等の推進 

  ①様々な学びの機会や情報提供 ・・・ 

の充実 

 

 

 

 

 

②自主的な学習活動の支援  ・・・・ 

 

 

 

 

 

 

③学習成果を還元する活動等の支援・・・ 

 

 

 

 

④社会教育施設の整備・運営 ・・・・ 

 

 

 

 

⑤読書活動の推進  ・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

●中央公民館市民講座・各種講座・教室等の

開催 

●熟年者マナビ塾事業の実施 

●生涯学習ひろばの事業 

●市報や市ホームページ、SNS 等を 

通じた情報案内と内容の充実 

●公民館等サークル事業等の自主的な 

学習活動の実施 

●いいづか市民マナビネットワーク事業

の実施 

●社会教育関係団体等との連携強化・各

種事業の推進と啓発 

●学習成果発表への支援 

●生涯学習ボランティアネットワーク 

 事業の実施 

●PTA と連携した家庭教育推進事業の実施 

●社会教育施設の整備及び維持管理の 

 適正化 

●社会教育行政に係る審議会等の開催 

●感染症等予防・対策の徹底 

●図書館事業に関する理解と関心の普及・

啓発、図書館イベント等の実施 

●乳幼児から高齢者・障がいのある方など

幅広い図書館利用の促進 

●各図書館や地域の特性を考慮した図書館

資料の収集・保管・有効活用 

●図書館の相互（広域）利用の促進 
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  ⑥子どもの読書環境づくりの推進 ・・・  

 

 

 

 

 

２ 学社連携の推進 

  ①地域とともにある学校づくりの ・・・ 

推進 

 

 

  ②地域の人材を活用して、積極的 ・・・ 

に高齢者や地域住民との交流を 

図り、学社連携を推進 

 

 

 

   

③教育施設の有効活用による学び ・・・ 

の場の創造 

 

３ 生涯スポーツの推進 

① スポーツに親しめる機会の充実 ・・・ 

 

 

４ 自分らしい生き方を求め実現していく教育の推進 

① キャリア教育支援事業 ・・・・・ 

 

 

５ グローバルに活躍する人材の育成 

  ①多文化共生の推進 ・・・・・・ ●BRIDGE KIDS PROGRAMS の子ども

大使と学校及びホストファミリーと

の交流 

●学校・家庭・地域・行政が一体となっ

たコミュニティ・スクールの推進 

 

 

●「熟年者マナビ塾」の学校支援ボラン

ティアの活用 

●地域人材活用による授業や研修、補

充学習の充実 

●嘉飯桂地域未来の地域リーダー育成

事業「嘉飯桂未来塾」の推進 

 

●学校施設や社会教育施設の空き部屋

等を活用した学習活動の推進 

●各種団体と連携したレクリエーシ

ョンスポーツの推進 

 

●安心・快適な子どもの読書環境の整備 

●家庭・地域・保育所（園）・幼稚園・認定

こども園等・学校・図書館等における子ども

読書活動の推進 

●読書好きを育む環境づくり応援事業の                      

実施 

 

●高等学校との連携・協力によるキャリ

ア教育の支援 
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Ⅴ 学習支援体制 

 市民が「いつでも どこでも だれでも」学びの場が確保できるように、下記の体系図

のとおり学習環境の整備と充実を図っています。 

 この取り組みにより、市民が学んだ成果を地域や学校等へ還元し、活躍するための機会

の確保とマナビのネットワークの広がりを目指しています。 

 

１ 学習施設の整備と充実 

  ①社会教育施設設備の充実・適正管理・・・ 

 

 

 

②小学校空き教室等の有効活用 ・・・・・ 

 

 

 

２ 学習者の交流と連携の場の整備 

  ①家族や近隣家族との交流事業の充実・・・ 

   

 

②地域社会における交流事業の充実 ・・・ 

   

 

③学習者間の相互交流 ・・・・・・・・・ 

 

３ 学習情報の提供 

  ①学習情報の提供 ・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●近代機器への対応の充実 

●施設の老朽化に対する予防保全 

●修繕等への早急な対応 

●放課後の空き時間を活用した、 

小学校空き教室での事業実施 

●地域施設の有効活用 

 

●親子参加型体験事業の実施 

●市内全域募集事業の実施 

●子ども会等地域団体活動の支援 

●広域募集事業の実施 

●各種研修会の開催 

●市報、市ホームページ、市 SNS の 

 活用 

●交流センターだよりへの情報掲載 

●事業チラシ設置、ポスター掲示 

●施設の具体的な活動状況の提供 

●施設を拠点とする講座・サークル 

の活動紹介 

●関連施設の紹介 

●関連施設の活動紹介 
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４ 生涯学習ボランティア・指導者の育成 

  ①社会教育関係職員の配置 ・・・・・・・ 

 

 

 

 

  ②学習ボランティアの育成と活用 ・・・・ 

 

 

 

 

  ③社会教育・生涯学習指導者の育成 ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●社会教育主事資格保持者の配置 

●社会教育主事講習への資格 

非保持者の派遣 

●各種研修会への参加 

●ボランティアの発掘・新規登録 

●熟年者マナビ塾の学校との事業連携 

●各種研修会開催によるスキルアップ 

●学社連携の推進 

●各種事業運営への支援と助言 

●熟年者マナビ塾の学校との事業連携 

●子ども会等地域団体活動の支援 

●ジュニアリーダー研修会の開催 



10 

 

Ⅵ 生涯学習推進体制 

 市民の意見や有識者等の様々な立場の人の意見を事業内容や、事業運営に反映させるよ

う取り組んでいます。 

 社会教育・生涯学習の分野には、飯塚市社会教育委員の会、公民館運営審議会、図書館

運営協議会の 3 つの附属機関があり、それぞれの専門分野に対して生涯学習行政への意

見具申等を行っています。 

 また、様々な事業において参加者アンケートを実施し、意見を事業内容や運営に反映さ

せています。 

 

１ 社会教育委員及び各審議会委員との協力 

  ①社会教育委員による社会教育・ ・・・・ 

生涯学習事業への意見聴取・助言 

 

 

 

 

 ②社会教育委員の知見を広げる ・・・・ 

 取り組み 

 

 ③公民館運営審議会委員による公民・・・・ 

館運営・事業等への意見聴取・助言 

 

 

 

 ④図書館運営協議会委員による、 ・・・・ 

図書館運営及び読書活動への意 

見聴取・助言 

 

 

 

 

  ⑤事業参加者へのアンケート ・・・・・・ 

 

 

２ 庁内生涯学習推進体制 

●社会教育委員の会開催（年 3 回） 

●学識経験者の参加 

●市民公募委員の募集 

●社会教育委員の会の一般公開 

●議事録の公開 

●各種研修会への参加 

●社会教育委員の会における情報提供 

●各種研修会への参加 

●事業内容等の情報共有 

●運営審議会開催（年 2 回） 

●学識経験者の参加 

●運営審議会の一般公開 

●議事録の公開 

●運営協議会開催（年 3 回） 

●学識経験者の参加 

●市民公募委員の募集 

●運営協議会の一般公開 

●議事録の公開 

●市民ニーズの把握 

●事業改善への意見把握 
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  ①現代的・社会的な課題に沿った ・・・・ 

生涯学習施策の積極的推進 

 

  ②行政と社会教育関係団体との ・・・・・ 

協力体制の確立 

 

   

③学校教育との連携 

 

 

 

 

 

 

３ 高等教育機関との連携 

①高等学校との連携 ・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●各種事業への事務支援 

●事業補助金の交付 

●定期的な協議の開催 

●代表校長会議及び定例校長会議での 

連絡調整・事業周知・協力依頼 

●子ども読書活動推進のための協力 

依頼・情報収集 

●学校の空き教室、放課後の教室を 

活用した事業実施 

・・・・・・・・・・・ 

●「総合的な探求の時間」実施に 

 おける、情報提供及び調査活動等 

 への支援 

●市民ニーズの把握 

●先進自治体の実施状況把握 
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